
　道路はみんなの公有財産です。道路を無断で使
用したり工事したりすると、交通の安全と快適な
生活が保てなくなります。
　道路を掘削したり、工事などの資材を置きたい
場合には、必ず道路占用許可申請書または道路工
事施工承認申請書を提出し、許可を受けてくださ
い。

　道路や水路の公共用地に、隣接してへいや車庫
などの構造物をつくるときは、町や県など関係機
関立ち会いの上、境界を確認してから行ってくだ
さい。

　道路、橋、側溝などが壊れていたら、連絡して
ください。

　雪の障害から生活道路を守るため、計画に沿っ
て道路除雪作業を行いますので、ご協力ください。
１．路上駐車は絶対にしないでください。
２．道路側溝は流雪溝ではありませんので、雪を
捨てないようにしてください。
３．屋根や宅地内の雪は道路に出さないでください。
４．家庭の出入り口や車庫の前などは、各自で片
づけるようご協力ください。
５．幅の狭い歩道や除雪対象外の道路は、町内会
ごと協力して除雪しましょう。
６．朝方から雪が降り積もる日が続いたときなど
は、日中除雪を行う場合があります。

　通勤・通学・通院・買い物・温泉入浴など幅広
く利用できるやまのべコミュニティバスを運行し
ています。ぜひ、ご利用ください。
　また、山間部と平野部の拠点を結ぶデマンドバ
スもありますので、ぜひご利用下さい。
　なお、運行日は、月～土曜日になりますので、
ご注意ください。

▽きっぷの購入方法
【普通乗車券】ワンマン車両の場合は、列車内で
整理券を受け取り、下車した駅で運賃をお支払い
ください。
【定期券や新幹線のきっぷなど】山形駅、北山形駅、
寒河江駅などの近隣駅の「みどりの窓口」でご購
入ください。
▽乗車券の購入、列車時刻、運賃、空席情報など
に関する問い合わせ
　ＪＲ東日本お問い合わせセンター
　　TEL 050－2016－1600

　農地（田、畑）、採草放牧地を売買したり、宅
地などに使用する目的で転用するときは、すべて
申請あるいは届け出をしなければなりません。締
め切りは毎月10日です。
◆申請や届け出の対象となるもの
１．農地の売買、交換、贈与などによる所有権の
移転および農地として賃貸借、使用貸借をする
ような場合
２．農地の賃貸借を解約する場合
３．自己の所有農地を農地以外に転用するような
場合
４．農地を農地以外に転用する目的で売買したり、
または、貸し付け、借り受けをするような場合

　農業者の老後の生活安定を図るために設けら
れた公的年金制度です。
　加入できるのは国民年金の第１号被保険者で、
年間60日以上農業に従事する60歳未満の方です。
　年金は原則65歳に達したときから受給でき、
生涯受け取ることができます。
　農業者年金への加入と受給の手続きはJAが窓
口となります。
　農業者年金についてご不明なことがあればお問
い合わせください。

　営農に係る雨よけテントのビニールやマルチ、
育苗箱、農薬の空容器などの不要になった農業用
プラスチック類は「産業廃棄物」になります。こ
のため、野焼き・不法投棄などをすると、法律に
より罰せられます。
　処分は、購入した販売店へ相談、若しくは年1
回の回収を予定しています。詳細は広報などにて
お知らせします。

　農業制度融資は、農業者の方々の経営規模の拡
大や新たな取り組みなどの農業経営改善を支援す
るために設けられた融資制度で、県や市町村が利
子補給等を行うことにより、長期かつ低利資金の
融通を行っております。
　農業制度融資を利用するためには、ご自身の農
業経営の課題を把握し、今後の農業経営をどのよ
うに改善するのかを記載した計画書を作成してい
ただき、農協や銀行等の金融機関に申し込みくだ
さい。
　また、制度の詳細な内容、経営改善計画書の様
式等については、最寄りの農協や銀行等にお問い
合わせください。
【主なもの】農業近代化資金、スーパーＬ資金、
農業改良資金（無利子）、青年等就農資金（無利子）

◇農地や農業用施設の新設、改良を行う場合
　ほ場整備、畑地整備、かんがい排水、農道整備
の事業を土地改良区、JA、共同施行者などの団
体が行う場合に補助金が交付されます。

◇農地や農業用施設が災害を受けてしまった場合
　被災した農地や農業用施設を復旧する場合は、
補助金や原材料の助成が受けられます。
　もしも農地や農業用施設に災害があった場合に
は、早急にご連絡ください。

◇農道の保全や維持管理のために砂利を敷きたい
　町や土地改良区が管理保有する農道以外の農道
に、砂利等の原材料の一部を助成します。

※上記すべてに要件等がありますので
　詳細については、お問い合わせください。
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◆町勤労者生活安定資金融資制度 
　町内にお住まいの方で職場に労働組合がない、
または職場に融資制度がない方のために、低利で
融資する制度です。
手続き／東北労働金庫山形北支店（TEL641－
1331）

◆ふるさと奨学ローン 
　地域社会への貢献を目的とした教育資金の融資
制度です。
対象／大学・専門学校・高校などにおける教育費
用など
融資限度／ 2,000万円まで
利率／年1.55％～年2.6％（保証料不要）
※金利の変動等により利率は見直す場合がありま
す。直近の利率は手続き先にお問合せください。
利子補給／卒業後、県内に就職すると、それ以降
の利子に対し、元金300万円を限度に年2.0％の利
子補給が受けられます。
融資期間／最長25年
手続き／東北労働金庫山形北支店（TEL641－
1331）
◆町企業人材育成促進支援補助
　町内の事業所に就労している方が、仕事に役立
つ国家資格または技能検定の取得に必要な経費の
一部を補助します。（取得後、１年間は町内事業
所に継続して勤務する意思のある方が対象）

　地域経済における商工業の総合的な発展と振興
に関して、事業者の皆さんのやる気に応えられる
ように、次のことを中心に助言・支援を行っています。

◆融資・貸与制度
　事業を実施したいが資金が足りない。何か良い
制度があれば…とお考えの方のご相談に応じま
す。
　目的にあった事業を実施する場合、一定の要件
を満たせば、下記のような低利の制度資金や、設
備貸与制度をご利用いただけます。
○県商工業振興資金融資制度
　１年以上引き続いて県内で事業をしている中小
企業が対象です。
○設備貸与制度
　中小企業の皆さんや創業者の方が必要な設備の
導入を図りたいとき、山形県企業振興公社が代わ
って購入し、長期かつ低利の有利な条件で割賦販
売またはリースします。
○町中小企業振興資金融資制度
　町内で１年以上引き続き同一事業をしている中
小企業者（個人または法人）が対象です。町税を
完納していることなどが条件で、町内の銀行で取
り扱っています。
◆経営相談
　商工会には経営指導員がいます。
　金融・税務経理・経営改善指導、情報化への支
援など、ご相談ください。
山辺町商工会／TEL 664－5939
◆はかりの定期検査
　商店、JA、薬局、学校などで証明、取引に使
われている「はかり」は２年ごとに定期検査が義
務付けられています。農家などで「はかり売り」
をする場合でも、使用する「はかり」は検査の対
象になります。必ず、定期検査を受けてください。

◆保育所への入所
　生後６ヵ月から就学前までの子どもで、保護者
やその家族が仕事や病気などで保育できない場合
に入所できます。

◆一時的保育
　１歳から就学前までの子どもで、保護者が仕事
や病気、冠婚葬祭などで一時的に家庭での保育が
できなくなった児童を有料でお預かりします。（週
３日または月12日以内）
　申し込み／安達峰一郎記念保育所 TEL664－5066

◆子育て支援センター（子育て広場）
　週３回、０歳から就学前までの子どもと子育て
をしている方が一緒に遊びを楽しみます。また、
育児相談も行います。

　認定こども園は、保育所と幼稚園の機能や特長を
あわせ持つ施設です。教育認定と保育認定があり、
教育認定は施設へ、保育認定は町に申し込みをします。
 ・認定こども園やまべ幼稚園　（TEL664－6020）
 ・認定こども園ゆりかご幼稚園（TEL664－5355）

　保護者が労働等により、家庭にいない小学生の
児童を授業終了後等に、お預かりします。放課後
児童支援員の指導のもと、宿題をしたり、遊んだ
りして過ごします。利用については、ゆりかご児
童クラブ（TEL664－5355）、やまべ学童クラブ
（TEL664－6020）に申し込んでください。

◆就学時健康診断
　小学校に入学予定のお子さんを対象に実施しま
す。通知書を各家庭にお送りしますので、健康診
断を受けてください。

◆入学
　小学校に入学する児童の保護者の方に対し、入
学する年の３カ月前に入学通知書をお送りしま
す。中学校入学時も同様です。
・入学通知書が届かない
・病気などで入学が遅れる
・国立や私立の学校に入学する
以上のような場合はご連絡ください。

◆転校
　転校の手続きは、最初に住民係で住所変更の手
続きをしてから、それぞれ下記のように手続きを
してください。
　町外へ転出の場合
　教育委員会で児童生徒の転出の手続きをし、転
校前の学校から受け取った証明書を転校先の学校
に届けてください。
　町内に転入の場合
　教育委員会で転入学の手続きをし、転校前の学
校から受け取った証明書を転校先の学校に届けて
ください。
　町内の転校の場合
　教育委員会で児童生徒の住所変更の手続きを
し、転校前の学校から受け取った証明書を転校先
の学校に届けてください。

◆心身障がいの程度に応じた教育
　心身に障がいのある子どもを対象にした特別支
援学級を設置しています。心身に障がいのある（疑
いのある）お子さんについては、入学する前年に
早めにご相談ください。
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